
大阪市長・橋下氏による大阪市職員への「職員アン

ケート」は、使用者の労働組合への支配・介入にあた

る「不当労働行為の恐れ」。―橋下市長の、前代未聞

の組合つぶし、人権侵害の「思想調査」攻撃に対し、

大阪府労働委員会の中断勧告が出されました。

しかし橋下氏はここに及んでも「法に抵触しないと

思っている」と開き直り。「社内メール無断チェック」

も判明。これは大阪市職員だけでなく、全労働者、労

働組合の問題です。「職員アンケート」の全面撤回、

回収分の破棄を求めて、全国から声をあげましょう！

前代未聞の組合つぶしと思想調査

「労使関係に関する職員アンケート調査」（以下

「アンケート」）は、２月10日～16日までの７日間で

大阪市全職員が氏名を明らかにして回答するよう、市

長の職務命令として出されました。

その中身は、組合活動や政治活動・選挙活動への参

加について、実名で回答を求めるものであり、これら

の活動に勧誘した者の氏名について無記名での通報＝

「密告」を勧めるもの。しかも正確な回答がなされな

い場合は懲戒処分の対象、また〝自らの違法行為（？）

について報告すれば処分を軽減〟等々と職員を威圧。

このアンケートは明らかに、使用者が労働組合の活

動に介入・妨害し、憲法上認められている団結権を侵

害する「不当労働行為」です。また思想良心の自由、

政治活動の自由を踏みにじる人権侵害です。権力を用

いての違法行為の押し付けはパワハラそのものです。

それだけではありません。この調査では、大阪市職

員だけではなく、大阪市職員に政治活動・選挙活動に

「誘った人」「要請した人」全て、大阪市民や府民、

全国民までもが調査対象となっています。このような

違憲・違法の思想調査は前代未聞です。この違憲・違

法行為を許せば、全国の労働組合運動や民主主義運動

への弾圧や攻撃に道を開く危険があります。

「アンケート」は「凍結」ではなく謝罪・全
面撤回・回収調査票破棄を

大阪市労連による大阪府労働委員会への救済申し立

てをはじめ、労働組合、弁護士・法律家団体、市民団

体から抗議の声があがりました。これに押されて、

「調査」は当面「凍結」となっています。

しかし22日には、市役所職員の内部メールを、許可

もなしに勝手に閲覧・調査したことが判明。たとえ社

内メールでも事前通知なしの閲覧は個人情報保護指針

に反します。このまま放置すれば、プライバシー無視

の身辺調査はますますエスカレートしていくでしょう。

アンケートは「凍結」でなく、謝罪と全面撤回、回

収した調査表の破棄を要求していきましょう！
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22日、大阪府労働委員会も「不当労働行為の恐れ」と中断勧告

―「職員アンケート」「社内メール無断チェック」を謝罪し、「アン
ケート」全面撤回、回収分を破棄せよ！

“市長の業務命令であり、正確な回答がない場合は処
分の対象”“自らの違法行為(?)について報告すれば処
分を軽減”、橋下への忠誠を試す「踏み絵」。憲法違
反を押し付ける究極のパワハラ、人権無視だ。

橋下市長に抗議し、アンケートの全面撤
回、破棄を求め、メールしよう！

「市政・区政へのご意見等（市民の声）」
https://sc.city.osaka.lg.jp/mail/opinion.cgi



「不当労働行為」＝労働者の団結権の侵
害

第一に、労働組合活動の運営に支配介入し、労働者

の団結を妨げる「不当労働行為」です。大阪市職員の

組合活動の自由への侵害、大阪市の公務員労働組合の

活動、存在そのものを否定するものです。

設問には、「組合活動に参加したことはあるか」

「組合の幹部は優遇されていると思うか」「組合に加

入しているか」「組合に加入することのメリット」

「組合はどのような力があるか」「組合に加入しない

ことによる不利益は」「組合に待遇等の改善の相談を

したことがあるか」といった設問が並んでいます。

市職員一人一人が、組合にどれだけ近いかを細かく

調べあげて脅すとともに、組合への加入を妨害し、組

合からの脱退を奨励する狙いをもっています。憲法第

28条で保障される労働者の団結権に対する公然たる侵

害です。

思想良心、政治活動の自由の侵害

第二に、これは市職員個人の思想や政治信条、政治

活動を、権力に告白させるという「思想調査」であり、

憲法第19条の思想良心の自由、第21条の政治活動の自

由、第13条の人格権の侵害です。

「この2年間、特定の政治家を応援する活動（求め

に応じて、知り合いの住所等を知らせたり、街頭演説

を聞いたりする活動も含む）に参加したことがありま

すか」「特定の政治家に投票するよう要請されたこと

はあるか」「『紹介カード』を配布されたことがある

か」等々、政治活動、選挙活動にどれだけ関わったか、

同時に誰に誘われたか、要請されたかを密告させる設

問が並んでいます。

地方公務員法は、地方公務員の政治活動を「一部制

限」（政党など政治団体の結成関与や役員就任、勤務

区域での選挙運動など）しているに過ぎません（第36

条第２項）。また公職選挙法は「公務員の地位利用」

による選挙運動を禁止しているだけです（第１３６条

２第２項）。これら例外を除いて、公務員労働組合は、

他の労働組合と同様、政治活動も、特定の政治家を応

援することも、何ら違法行為ではありません。橋下氏

の公務員の政治活動攻撃は、自分に反対する者への報
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↑ 「職員アンケート」より →
組合活動参加歴、政治活動参加歴、またそれに「誘っ
た人、場所、時間帯」を密告するよう、しつこく問うて
いる。こんなこと聞かれて、真実を答えなければ処分、
と言われて、どう感じますか？

大阪市「職員アンケート」
ここが問題



復のための、まさにデマ宣伝です。

私たちも「思想調査」のターゲット

第三に、「思想調査」の対象を大阪市の職員に限っ

ていないことです。つまり、私たちもターゲット、

「密告」の対象にされているのです。

特定の政治家を応援する活動や投票について、それ

を「誘った人」「要請した人」の氏名まで回答するよ

う要求しており、これら「誘った人」「要請した人」

は、「組合以外の者（職場の上司など）」も答えさせ

る項目があり、「密告」対象は大阪市職員、組合員に

限定されていません。「えん罪」の危険すらあります。

橋下市長によるこの調査は、大阪市職員に限らず、

自分に反対する労働者人民の思想チェックと監視をも

射程にいれているのです。権力者に服従を強制する恐

怖と監視の暗黒政治づくりに通じるものです。

橋下大阪市長が率いる大阪維新の会が大阪府と大阪

市と堺市に「教育基本条例」案を出してきています。

彼らは教育現場をどう変えようとしているのでしょう

か？大阪の教育現場はどうなっているのでしょうか？

特に橋下氏が大阪府知事になってから大阪の教育現場

で今何が起こっているのか、実情を良く知ることが大

事だと思います。現場のある大阪府立高校教員お話を

聞く機会がありましたので、リポートします。

生徒への対応で

ある生徒が登校してすぐにワッと泣き出した場合、

前は一人の教員がその子に付き、他の教員もフォロー

するためにその生徒の教室に入ったりして、教員集団

でみんなで助け合ってきた。そんな暗黙の了解があっ

た。しかし今はその余裕がなくなっている。フォロー

すれば自分の仕事ができなくなるからだ。その対応を

する教員を周りが助ける余裕が無くなっているのだ。

1人の教員で対応しなければならない。それでその対

応している教員がつぶれても、個人の資質のせいにさ

れる。２－３年前から、教育基本条例案がでる前から

そういう状況だ。

競争激化で生徒の顔を見ない体制に

学校の事務仕事が多くなって、減ることはなく余裕

がない。若者だけでなく、ベテランも閉塞感。だから

コミュニケーションの低下が大きくなっている。子ど

もたちにコミュニケーションを教えなくてはならない

立場の人間が低下している。なぜか？お互いを助け合

う体制が崩壊しつつあるからだ。

校長達は公立高校の定数割れさせないために、中学

はもちろん私塾へアピールしに行っている。また、橋

下氏が府知事時代に２校に1億円づつ出している。

「頑張ったから」だという。他の学校にはプレゼンテー

ションさせて競い合わせて、いいと思った学校に５０

０万円出す。それを取れない校長は保護者に「何して

いるのか」といわれるだろう。ちなみに1億円取った

ところはある高校のバレーボール全国大会優勝とある

農業高校のバイオテクノロジーで２校賞を得た。それ

でお金取ったところはバレーボール部員だけでなく、

他の生徒もバレー、バレーに力を入れさせられる。他

の学校も「バレーボールをやったら一億もらえる」と

思って、クラブで好成績をあげたり、成果を生み出す

ことにしか目がいかなくなる。

ここまでの話は予算配分でどのように教育が代わる
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最後はしつこく「密告｣先のお知らせまであり。

橋下府政で一層悪くなった！

大阪の教育現場における深刻な実態
―教育基本条例によって教員の協働性が失われるとどうなる？

２月26日「教育基本条例は何をもたらすか～東京と大阪の教育現場から」に参加しよう！



のかという話だが、条例ではお金だけでなく、中身も

知事が決められるようになる。予算配分だけでも、今

の話のように生徒に目を向けないようになっている。

プレゼンテーションの合否を決めるのは知事とすれば、

知事がＯＫを出すような提案をしなければならない。

すでにそのような競争に駆られる中で「知事が目標設

定をする」というのが始まっている。

また、外面ばかりおっかけている状況は小学校もそ

うだ。学校のホームページの更新回数アップを求めら

れる。どれだけ回数保護者にＨＰを見られているか。

地域の特色を評価されるので、子どもにどう教えるか

に無関心になる。連帯感なく、お互いの腹の探り合い。

人権教育できない状況へ

在日韓国・朝鮮人の方たちが置かれる現状をテーマ

に教育の場を設けると「なぜ反日教育をするのか」と

生徒からもいわれる。２、３年前からだ。

大阪市、道徳教育（事実上の人権教育）にチェックす

るという（同時に組合つぶしになっている）。管理職

の言うことしかできない。何か工夫したりすると圧力

がかかると思い、萎縮し何も出来なくなっている。

地域のコミュニティの崩壊につながる

橋下氏は、小中一貫校を作ろうとしているが、その

対象校はいずれも被差別部落にある。そこはコミュニ

ティが強いのだが、そのようなところに「スーパー進

学校」などができたら、コミュニティは崩壊する。そ

れが橋下氏のねらいの一つではないだろうか。

教員の話の一部を紹介しました。今まで、学校とい

うのは教員も含めて、一緒になって、教育の実践をし

てきたものだと聞きました。「協働性」というもので

す。それが失われつつあります。大阪の教育が危機的

なのは「貧困」が根にあるのではないでしょうか？そ

れを無視して、しかもそれに立ち向かっている教員を

分断しているのが橋下氏率いる大阪維新の会の教育方

針ではないでしょうか。

実際に学校の現場はどうなっているのか聴いてみま

せんか。26日の「教育基本条例は何をもたらすのか～

東京と大阪の教育現場から～」にぜひご参加ください。

（小）
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２月１２日（日）、橋下大阪市長・大阪維新の会によ
る教育基本条例案と「日の丸」・「君が代」強制に反対
する大阪集会とデモが行われ、その後、大阪市役所包囲
の「人間の鎖」が行われました。組合からも参加、橋下
市長の組合攻撃、教育支配に反対の声をあげました。

教育基本条例は何をもたらすか
～東京と大阪の教育現場から～

2月26日（日）
13:30-16:30

阿倍野市民学習センター講堂

第一部 渡部謙一さん講演
東京の教育改革で何が起こったのか

第二部 パネルディスカッション
大阪の教員、保護者によるディスカッ
ション
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